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非常変災（台風接近、地震発生等）時における措置の改定について（お知らせ） 

 

時下、ますますご健勝のこととお慶び申しあげます。平素は本校の教育活動にご理解とご協力を

賜り、誠にありがとうございます。このたび、気象庁の警報について別紙のとおり改正されたこと

に伴い、本校では、非常変災（台風接近、地震発生等）が生じた際には下記のとおりの措置をと

りますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 

 

記 

 

Ⅰ 台風の接近等における措置について 

①【レベル４の各種危険警報】・【レベル５の各種特別警報】・【暴風警報】が発令された、または

京阪本線・京阪交野線の計画運休が行われた場合 

 

・「枚方市」の発令状況、京阪本線・京阪交野線の運休状況に応じて、下表の対応とします。 

※「枚方市」は「東部大阪」、「大阪府全域」に含まれます。 

時間 発令・解除 京阪の運行状況 対応 登校時間 

７:00以前 解除 運行開始 通常登校 ８:30～８:55 

７:00～９:59 発令中 運休中 自宅待機 ― 

解除 運行開始 ５限めより授業実施 11:30～12:30 

10:00以降 発令中・解除 運休中・運行開始 臨時休校 ― 

   

・枚方市以外の「居住されている地域」における発令状況に応じて、下表の対応とします。 

時間 発令・解除 対応 登校時間 

７:00以前 解除 通常登校 ８:30～８:55 

７:00～９:59 発令中 自宅待機 ― 

解除 ５限めより授業参加 11:30～12:30 

10:00以降 発令中・解除 自宅待機 ― 

 

  ② 補足事項 

・「普段の通学に使用する他の交通機関」が停止している場合や、朝から身の安全が確保できな

いほどの降雨・積雪・強風等があった場合は、お子さまの安全を第一に考えて、自宅出発時刻

を遅らせる等、各ご家庭で判断をお願いします。その際は、必ず８:00～８:30までに学校へご

連絡をお願いします。 

・「暴風警報」にレベル分けはありません。 

・生徒の登校後に各警報が発令された場合は、原則として学校待機とし、状況に応じて教育委員

会と連携して対応します。下校時間の変更措置をとる場合は、被害状況など確認し、生徒の安

全確保ができ次第、学校より「さくら連絡網」等で各ご家庭に連絡します。 

 

 



 

Ⅱ 地震発生時の措置について 

・当日の登校時間帯に、「枚方市」において震度５弱以上の地震が生じた場合は、臨時休校としま

す。 

・当日の登校時間帯に、枚方市以外の「居住されている地域」において震度５弱以上の地震が生

じた場合は、各自、自宅待機とします。 

・「枚方市」あるいは枚方市以外の「居住されている地域」において震度４以下の地震が発生した

場合は、被害状況等の安全を確認していただいたうえで、通常登校とします。 

 

※生徒の登校後に震度５弱以上の地震が生じた場合は、原則として学校待機とし、状況に応じて

教育委員会と連携して対応します。被害状況などを確認し、生徒の安全確保ができ次第下校と

なります。その際は、学校より「さくら連絡網」等で各ご家庭に連絡します。 

 

Ⅲ 登下校中の連絡手段について 

・登下校中に災害等が発生した場合は、学校へ電話連絡か、もしくは「災害発生時緊急連絡カー

ド」に記載の QRコードを携帯電話等で読み取り、Google フォームで学校へ連絡してください。 

 

Ⅳ 台風の接近等の措置に関する連絡について 

・台風の接近等における措置については、都度、さくら連絡網を通じて学校から連絡をいたしま

す。 

 

 

《実習期間中の対応について》 

当日の７:00分現在で、 

①「枚方市」に【レベル４の各種危険警報】・【レベル５の各種特別警報】・【暴風警報】が発令さ

れている場合、その日の実習は中止とします。なお、その際には家庭から実習先への連絡は必

要ありません。 

②「居住されている地域」「実習を行っている地域」のいずれかに【レベル４の各種危険警報】・【レ

ベル５の各種特別警報】・【暴風警報】が発令されている場合は、学校にご連絡ください。 

 また、実習中に「枚方市」「居住されている地域」「実習を行っている地域」のいずれかに上記発令

があった場合は、学校が実習先と調整しご家庭に対応の連絡をさせていただきます。ご家庭から

実習先へのお問い合わせはご遠慮ください。 

  
 


